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「柳町小学校教室対策等協議会 報告書」検討資料 

 

【１ 改築の必要性 】 

柳町小学校教室対策等協議会 報告書（素案） 文京区立誠之小学校改築基本構想検討委員会報告書 

○柳町小学校校舎は、昭和 38年に着工し、昭和 41年に鉄筋の校

舎に改築し、その後、昭和 49 年に図工室等のある棟を増築し

た。 

○柳町幼稚園は、昭和 48年に新築し、平成 18年に保育園部分を

増築し、文京区幼保一元施設「柳町こどもの森」として開設さ

れた。 

○柳町小学校は、「文京区立小学校教室対策の検討結果報告（平

成 25 年５月）」において「近年、通常の学級の在籍児童数が

伸び始め、学級数も増えている状況にあり、通学区域内の就

学前の年齢別人口の状況からこの傾向が当面は続くと考えら

れる。しかしながら、既存校舎内において既に普通教室への

転用を進めているため、今後の将来需要に対応する教室数を

確保していくことは極めて困難であり、早急に抜本的な対策

を行う必要がある」とされている。 

○区議会の議決に基づき、仮校舎の整備及び校舎の増築計画を

進めてきたが、各方面から様々な意見が寄せられたため、平

成２６年度から進めてきた増築計画を見合わせることとし、

改めて検討する場として文京区立柳町小学校教室対策等協議

会（以下、「協議会」という。）を設置し、改築に当たっての

前提条件に関することを検討することとした。  

 誠之小学校は、大正１３年に第２校舎を増築して以降、昭和３

４年に第３校舎をさらに増築、その後、昭和３６年には木造であ

った旧校舎を取り壊し、第１校舎を改築した。 

 各校舎は、内装、外壁、給排水・電気設備等の施設の老朽化が

進んでおり、平成１４年までに耐震改修を行ったものの、増改築

を繰り返した現校舎は、バリアフリー化及び多様な学習内容、学

習形態への対応などの教育環境に課題があり、改築がかねてより

懸案となっていた。 
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○柳町小学校は、現在の仮校舎のみでは将来、教室が足りなく

なることが見込まれる。 

○校庭に仮校舎を整備したため、校庭が狭くなり、運動会や体

育授業の実施、さらには日常の外遊び等に影響が出ていると

いう課題がある。 

○児童数の増加にともなって給食室、職員室なども手狭になっ

てきている。 

○育成室も定員いっぱいの状況となっている。 

○柳町こどもの森は、近年園児数が増加しており、給食室が手

狭なため、すべての園児に毎日給食を提供することができて

おらず、また、このまま園児が増えると、給食の提供が難し

くなる。 

 

○東日本大震災以後、文部科学省では避難所機能や防災対策の向

上など、各自治体に東日本大震災において顕在化した課題や学

校施設に係る課題の対応を求めている。 

 

 

○今後、（仮称）「文京区立柳町小学校・柳町こどもの森改築基本

構想検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置して、

改築のための基本構想の検討を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの安全の確保は、最優先とされるべき課題であり、

東日本大震災以後、文部科学省では避難所機能や防災対策の向上

など、各自治体に東日本大震災において顕在化した課題や学校施

設に係る課題の対応を求めている。 

 

このような状況に鑑み、今回、文京区立誠之小学校改築基本構

想検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置して、改築

のための基本構想の検討を行うこととした。 
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【２ 改築の基本理念 】 

柳町小学校教室対策等協議会 報告書（素案） 文京区立誠之小学校改築基本構想検討委員会報告書 

１ 基本構想検討に当たっての考え方 

○柳町小学校は、閑静な住宅市街地や商店街に囲まれ、明治 34

年の開校以来、学校、保護者、地域が共に力を合わせて築き上

げてきた長い歴史と伝統を有する小学校である。 

○柳町こどもの森は、昭和 28年に柳町小学校内に併設開園され、

昭和 48年に独立幼稚園となり、平成 18年より幼保一元施設と

して開設された。 

 

 

○近年、柳町地域では、児童・園児数が増加しており、柳町小

学校、柳町こどもの森に入学・入園する児童・園児が増加し

ている。 

○柳町小学校は、教室不足に対応するため、校庭に仮校舎を整

備したため、校庭が狭くなり、運動会や体育授業の実施、さ

らには日常の外遊び等に影響が出ているという課題がある。 

○柳町こどもの森は、給食室が手狭なためすべての園児に毎日

給食を提供することができておらず、また、このまま園児が

増えると、給食の提供が難しくなる。 

○育成室も定員いっぱいの状況となっている。 

○児童・園児を取り巻く教育環境の早急な改善が求められてい

る。 

 

 

１ 基本構想検討に当たっての考え方 

 誠之小学校は、閑静な低層住宅市街地に囲まれ、明治８年の開

校以来“誠之人道”の精神の下、学校、保護者、地域が共に力を

合わせて築き上げてきた長い歴史と伝統を有する小学校である。

特に、大正１３年に完成した鉄筋コンクリート造の第２校舎は、

東京市の「復興小学校」計画とは規格が多少異なり、関東大震災

前に設計された鉄筋コンクリート造の校舎の中で現存する最も

古い校舎の１つと言われている。 

 

 第１校舎、第２校舎及び第３校舎並びに体育館及びプールから

成る学校施設は、施設全体の老朽化が進んでいることや児童一人

当たりの校舎面積が区立小学校の中で特に狭いことなど、児童を

取り巻く教育環境の早急な改善が求められている。 
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○今回の改築には、新学習指導要領への対応はもとより、学校施

設の地域への開放や避難所機能などを考慮した施設整備も求

められている。さらに、「文京区教育振興基本計画」の考えも

取り入れた学校づくりを行っていかなければならない。 

 

○これらのことから柳町小学校の改築にあたっては、柳町こど

もの森、児童館、育成室も含めて一体的に整備する。 

○一体的な整備にあたっては、柳町小学校と柳町こどもの森の

敷地を合わせて活用する。 

○改築する際には、建物の複合化も視野に入れる。 

 

○敷地内の樹木については、これまで学校と地域とが心を込め

て見守ってきたものであることや、子どもたちの自然や学校

を愛する心の育成に寄与してきたものであることを十分に踏

まえ、改築に際しどうしても支障となる樹木を除き、できる

限り存続させることが望ましい。 

 

 

 

 

○これらを敷地等諸条件の中で、柳町小学校・柳町こども森の歴

史と伝統と校風・園風が反映された、最良となる学校・園づく

りが実現するよう、施設のあり方について「検討委員会」にて

検討を進めていく。 

今回の改築には、新学習指導要領への対応はもとより、学校施設

の地域への開放や避難所機能などを考慮した施設整備も求めら

れている。さらに、「文京区教育振興基本計画」の考えも取り入

れた学校づくりを行っていかなければならない。 

また、体育館及びプールについては、昭和３８年築で平成１４

年に耐震改修工事を行っているが、限られた敷地のより有効な活

用を図るためには、これらを含めた施設の全面的な検討が不可欠

である。 

 

 

 

ただし、敷地内の樹木については、これまで学校と地域とが心

を込めて見守ってきたものであることを十分に踏まえ、改築に際

しどうしても支障となる樹木を除き、できる限り存続させること

が望ましい。 

 さらに、本校西側には、高さ約６ｍ幅約１００ｍにわたる擁壁

があり、その安全性の向上や周辺道路の整備が地域における長年

の課題となっており、施設の有効な活用を図るためにも、併せて

検討が必要である。 

 

 これらを勘案して、敷地等諸条件の中で、誠之小学校の歴史と

伝統と校風が反映された、最良となる学校づくりが実現するよ

う、施設のあり方について検討を進めたものである。 

 なお、基本構想の検討に当たっては、「文京区立第六中学校改

築基本構想検討委員会報告書」等も参考にした。 
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【３ 改築において配慮する事項 】 

柳町小学校教室対策等協議会 報告書（素案） 文京区立誠之小学校改築基本構想検討委員会報告書 

○工事期間中は、安全面の確保について万全を期するとともに、

児童及び周辺地域への負担ができうる限り軽減するよう、施設

の確保、工事手法、工程において最大限に配慮するものとする。 

特に、工事車両が生活道路を通過することによる周辺地域の生

活環境への影響を、可能な限り軽減するべく計画することが重

要である 

 

○校庭・園庭面積を出来るだけ広く確保する計画とすることが

重要である。 

 

○工期や工事手順を検討する段階で、校庭へ影響を極力与えな

いよう配慮するものとする。 

 

○バリアフリーの施設整備を行う。 

 

○区の防災担当部局と調整の上、障害者、高齢者等の要配慮者

も利用することを踏まえた避難所機能を備えた施設整備を行

う。 

 

○「やなぎの森」の樹木については、中心部分が空洞になって

いる老木も含まれており、安全面からの対応も必要となって

いる。 

 

３ 工事期間中の児童及び周辺地域への配慮 

工事期間中は、安全面の確保について万全を期するとともに、

児童及び周辺地域への負担ができうる限り軽減するよう、施設の

確保、工事手法、工程において最大限に配慮するものとする。 

特に、工事車両が生活道路を通過することによる周辺地域の生

活環境への影響を、可能な限り軽減するべく計画することが重要

である。 
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○「やなぎの森」については、子どもたちが知的好奇心や探究

心を持って、自然に親しみ、目的意識を持った観察・実験を

行うことにより、科学的な見方や考え方、さらには、命を大

切にする心や優しさを育むことができるよう、専門家の支援

などを得て、再整備することも検討していく。 

 

注）柳町小学校教室対策等協議会報告書（素案）の記述について 

  ○「明朝体」による記述：「文京区立誠之小学校改築基本構想検討委員会報告書」を参考にした記述 

  ○「ゴシック体」による記述：第１回柳町小学校教室対策等協議会で出された意見（要旨）を踏まえた記述 

  ○「丸ゴシック体」による記述：第１回柳町小学校教室対策等協議会で出された意見（要旨）踏まえ、事務局で作成した記述 


